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尾道市空家等対策計画 

 

 

第１章 計画の概要 

 

１．計画策定の背景 

近年、全国的に少子高齢化や人口減少が進み、中古住宅の流動性の低さや制度上の問

題（税制・建築基準法）等も相まって、空家等の数が年々増加しています。 

尾道市においても、人口減少が進展しており、平成２７年１０月１日現在の人口総数

約１３．９万人（平成２７年国勢調査より）から、令和７年には約１２．７万人（尾道

市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン独自推計より）まで減少することが推計されて

います。 

また、平成２７年度の尾道市空家等実態調査では空家等総数が７，３５３件となり、

隣接する自治体と比較しても人口当たりの空家等数は多くなっており、今後もさらに空

家等が増加していくことが予測されます。 

増え続ける空家等の中で、適切な管理が行われていないものについては、防災、衛生、

景観等の面で地域に様々な問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の

保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成２７年５月に「空家等対策の

推進に関する特別措置法」が完全施行されました。 

こうした背景を受け、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、「尾道

市空家等対策計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の目的 

空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施し、適切な管理が行われていない空家

等がもたらす防災、衛生、景観等への深刻な影響から市民の生命・財産を保護し、その

生活環境を保全するとともに空家等の利活用を図ることを目的とします。 

 

  

【社会情勢】 

・少子高齢化、人口減少 

・中古住宅の流動性の低さ 

・制度上の問題（税制・建築基準法等）  

空家等対策の推進に関する 

特別措置法の施行 

空家等の増加 



 

2 

 

第１章 計画の概要 

 

 

 ３．計画の位置付け 

本計画は「尾道市総合計画」の下位計画として位置付けます。また、「広島県空き家対

策対応指針」を踏まえるとともに、「尾道市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」、「尾

道市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「尾道市歴史的風致維持向上計画」、「尾道市景

観計画」、「尾道市住宅マスタープラン」及び「尾道市都市計画マスタープラン」、さらに

「広島県住生活基本計画」とも整合を図るものとします。 

 

４．計画の期間 

本計画の期間は、平成２９年度から令和３年度までの５年間としていましたが、１年

間延長し、令和４年度までの６年間とします。 

ただし、社会・経済情勢の変化や国・県の動向、市の上位計画・関連計画等を踏まえ

必要に応じて見直しを行います。 

 

５．計画の対象 

（１）対象エリア 

本計画の対象エリアは市内全域とします。 

 

（２）対象とする空家等の定義 

「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「特措法」といいます。）」第２条

第１項の「空家等」を対象とします。 

 
※１：「建築物」とは建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の「建築物」と

同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類

する構造のものを含む。）、これに附属する門又は塀等をいう。 

※２：「附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当

する。 

※３：「居住その他の使用がなされていない」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が

行われていないなど、当該建築物等を現に意図を持って用いていないことをいう。 

※４：「常態」とは、年間を通して建築物等の使用実績がないことが基準となる。 

 

  

【空家等の定義】 

建築物※１又はこれに附属する工作物※２であって居住その他の使用がなさ

れていない※３ことが常態※４であるもの及びその敷地（立木その他の土地

に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又

は管理するものを除く。 
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尾道市空家等対策計画 

■居住その他の使用がなされていない住宅とは 

居住世帯のない 

住宅の分類 
住宅の種類の定義 計画の対象 

一時現在者のみ住宅 

昼間だけ使用しているとか、何人かの人が交代

で寝泊まりしているなど、そこにふだん居住し

ているものが一人もいない住宅 

－ 

空 

家 

等 

二次的住宅 

別荘 

週末や休暇に避暑・避寒・保養などの目的で使

用されている住宅で、ふだんは人が住んでいな

い住宅 

－ 

その他 

ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くな

ったときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まり

している人がいる住宅 

－ 

賃貸用の住宅 
新築・中古を問わず、賃貸のために空き家にな

っている住宅 
不動産市場に流通

していないものは

対象 売却用の住宅 
新築・中古を問わず、売却のために空き家にな

っている住宅 

その他の住宅 上記以外の人が住んでいない住宅 対象 

建築中の住宅 

住宅として建築中のもので、棟上げは終わって

いるが、戸締りができるまでにはなっていない

もの 

－ 

※マンション・アパート等の共同住宅は１戸でも使用されていれば「空家等」に該当しません。 

 

（３）対象とする跡地の定義 

本計画で対象とする「跡地」は空家等が除却された土地とします。（土地を販売又

は賃貸するためのものは除く。） 
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第２章 空家等の現状と課題 

 

第２章 空家等の現状と課題 

 

１．尾道市の状況 

（１）住宅を取り巻く社会変化 

①人口推移、推計 

尾道市の人口は昭和５０年（１９７５年）をピークに減少に転じ、現在まで減少

を続けています。減少傾向は今後も続くと見込まれ、尾道市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョンによる独自推計では令和４２年（２０６０年）時点において人口総

数８．９万人になると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）昭和４５年～平成２７年国勢調査、尾道市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

図１ 年齢階層ごと人口総数の推移・推計 
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尾道市空家等対策計画 

②世帯増減 

一般世帯数は一貫して増加していましたが、平成２７年に初めて減少に転じ、令

和２年度には一般世帯数は５７，３７９世帯となっています。 

※一般世帯：住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者、間借

り・下宿などの単身者、会社などの独身寮の単身者のことで、寮・寄宿舎の学生・生徒や病院・

療養所の入院者等は含まれません。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
出典）平成２年～令和２年国勢調査 

図２ 一般世帯数推移 

 

③類型別世帯割合推移 

家族類型別に世帯数の割合の推移をみると、単独世帯は年々増加しており、核家

族及びその他の親族世帯は減少を続けています。 

 
出典）平成２年～令和２年国勢調査 

図３ 類型別世帯割合推移 
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第２章 空家等の現状と課題 

④６５歳以上世帯員の有無別世帯割合推移 

６５歳以上世帯員がいる世帯数の割合は年々増加しており、平成２７年に過半数

を超えて以降は横ばいとなっています。 

 
出典）平成２年～令和２年国勢調査 

図４ ６５歳以上世帯員の有無別世帯割合推移 

 

 

  



 

7 

 

尾道市空家等対策計画 

（２）住宅の状況 

①住宅の構造 

住宅を構造別にみると、木造の住宅が も多くなっています。昭和５６年５月３

１日以前に建築された住宅では、防火木造ではない木造住宅の割合が高い傾向にあ

ります。 

 
出典）平成３０年住宅・土地統計調査 

図５ 住宅の構造別割合 

 

 
出典）平成３０年住宅・土地統計調査 

図６ 建築の時期別住宅の構造別住宅総数 
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第２章 空家等の現状と課題 

②住宅の建て方 

住宅を建て方別にみると、一戸建が４２，１５０戸と も多くなっています。築

年数の経過した住宅ほど、一戸建の住宅の割合が高い傾向があります。 

 
出典）平成３０年住宅・土地統計調査 

図７ 住宅の建て方別割合 

 

 

 
出典）平成３０年住宅・土地統計調査 

図８ 建築の時期別住宅の建て方別住宅総数  
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尾道市空家等対策計画 

③空家等の種類別割合 

尾道市の空家等を下表に従い「二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「そ

の他の住宅」に分類すると、全国・広島県と比べ、「その他の住宅」の割合が高くな

っています。また、「その他の住宅」の８７．３％が戸建住宅で、賃貸用の住宅は８

８．３％が長屋建・共同住宅他となっています。 

表１ 空家等の種類 

 

 

 

 

 

             

 

 
出典）平成３０年住宅・土地統計調査 

図９ 空家等の種類別割合 

 

 

その他の住宅                 賃貸用の住宅 

出典）平成３０年住宅・土地統計調査 

図１０ 尾道市の空家等の種類別建て方別割合 

出典）「平成 30 年 住宅・土地統計調査」より「用語の解説」(総務省統計局) 
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第２章 空家等の現状と課題 

④空き家率の推移 

住宅・土地統計調査の結果によると、尾道市の空き家率は全国及び広島県の推移

よりも高い水準で推移しています。 

※旧町については統計データが無いため、旧因島市域のみを加算 

（平成１７年尾道市・御調町・向島町合併 平成１８年尾道市・因島市・瀬戸田町合併） 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）昭和６３年～平成５年住宅統計調査、平成１０年～平成３０年住宅・土地統計調査 

図１１２ 広島県の総住宅数及び空き家率の推移 

図１０１ 尾道市(※）の総住宅数及び空き家率の推移 

図１２３ 全国の総住宅数及び空き家率の推移 
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尾道市空家等対策計画 

 

⑤県内他市町との空き家率の比較 

広島県内の他市町と比較すると、平成３０年の尾道市の空き家率は２０．６％と、

県内９位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典）平成３０年住宅・土地統計調査 

図１３４ 市町別の空き家率 

 

 

  

市町名 空き家率

1 北広島町 26.9%
2 江田島市 26.8%
3 世羅町 26.5%
4 竹原市 24.5%
5 庄原市 24.3%
6 呉市 22.6%
7 安芸高田市 21.8%
8 尾道市 20.6%
9 三原市 20.2%
10 三次市 18.8%
11 府中市 18.6%
12 大竹市 17.4%
13 熊野町 16.0%
14 福山市 13.9%
15 東広島市 12.8%
16 廿日市市 12.7%
17 広島市 11.9%
18 海田町 10.7%
19 府中町 9.9%

坂町他 ※
全国 13.6％

広島県 15.1％
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第２章 空家等の現状と課題 

 ２．平成２７年度空家等実態調査 

本市における空家等の現状を把握するため、市全域を対象に平成２７年度空家等実態

調査を行いました。調査の結果、市内の空家等総数は７，３５３件でした。 

空家等の可能性があるものの、建物に近寄ることができず周辺の塀等や雑草の繁茂に

より調査判定が出来なかった「調査不可」が１７４件、入居者はいないが不動産会社に

よる売り・貸し等の表示がある「管理物件」が３２９件でした。 

 

表２ 調査結果と空家等総数 

尾道市内空家等総数 7,353 件 

調査不可数 174 件 

管理物件数 329 件 

 

（１）調査判定項目 

調査不可及び管理物件を除いた７，３５３件について、「階数」「建物用途」等の

実態を把握し、「老朽度・危険度」「周辺に対する危険度」の調査結果による判定を

行いました。建物以外の項目については、「敷地内の状況」として周辺環境に影響が

ある項目を調査しました。 

 

①階数 

階数については、以下の４分類で整理しました。 

表３ 階数 

 
 

②建物用途 

建物用途については、以下の５分類で整理しました。 

表４ 建物用途 

 
 

 

  

１：一階　２：二階　３：三階　４：四階以上階数

１：戸建住宅　２：長屋住宅　３：併用住宅　４：店舗・事務所　５：その他建物用途
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尾道市空家等対策計画 

③老朽度・危険度のランク 

老朽度・危険度のランクは、以下の判定基準に従い各項目について測定点をつけ、

測定点の合計から空家等の老朽度・危険度のランクをＡ～Ｅでの５段階で判定しま

した。 

表５ 判定基準 

 

表６ 老朽度・危険度のランク 

 
  

構造一般
の程度

測定点評点評定項目

（４）構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20

（１）外壁の構造が粗悪でないもの 0

（２）不明（目視不可能） 10

（３）構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10

評定内容

（１）構造耐力上主要な部分である基礎が確認できるもの 0

（４）基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく倒壊の危険のあるもの 100

（１）外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損がなく、下地の露出していないもの 0

（２）柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの 25

（３）基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの 50

（２）外壁の構造が粗悪なもの 25

（１）柱の傾斜がなく、土台又は柱も破損や腐朽等がないもの 0

25

（４）屋根が著しく変形したもの 50

（１）屋根ぶき材料の一部に剥落やずれがないもの 0

（２）屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15

（２）外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの 15

（３）外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を
貫通する穴を生じているもの

25

評定区分

合計

（２）雨樋がないもの 10

（２）屋根が可燃性材料でふかれているもの 10

（１）雨樋があるもの 0

（３）延焼のおそれのある外壁の壁面数が３以上あるもの 20

（１）屋根が不燃性材料でふかれているもの 0

（１）延焼のおそれのある外壁がないもの 0

（２）延焼のおそれのある外壁があるもの

1

備考　①一の評定項目につき該当評定内容が複数ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち、
も高い評点とする。

排水設備

防火上又
は避難上
の構造の

程度

③基礎、土台、
柱、又は梁

②外壁

①基礎

構造の腐
朽又は破
損の程度

⑧雨水

⑦屋根

⑥外壁

⑤屋根

④外壁

10

（３）屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ
下がったもの

4

3

2

老朽度・
危険度

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

ランク 点数

40～69点

判定内容

倒壊の危険性があり、解体などの緊急度が極めて高い

倒壊の危険性があり、修繕や解体などの緊急度が高い

管理が行き届いておらず、損傷が激しい

管理が行き届いていないが、当面の危険性は少ない

小規模の修繕により再利用が可能

150点以上

100～149点

70～99点

0～39点

高

低
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第２章 空家等の現状と課題 

④周辺に対する危険度のランク 

周辺に対する危険度のランクは、以下のⅠ、Ⅱの２段階で判定しました。 

表７ 周辺に対する危険度のランク 

 
 

⑤敷地内の状況 

敷地内の状況については、以下の項目の有無を判定しました。 

表８ 建物の状況 

 
 

（２）調査判定結果 

①建物階数別 

調査を実施した空家等を建物階数別にみると、２階建ての空家等が４，５８６件

と も多く、次いで平屋建てが２，５６９件となっています。 

 

図１４ 建物階数別空家等件数割合 

 

  

Ⅱ 倒壊した場合に、隣家又は公道を通行する人・車輛に危険を及ぼす可能性がある

ランク 判定内容

Ⅰ 倒壊した場合でも、隣家及び公道を通行する人・車輛に危険を及ぼす可能性がない

ゴミ等の放置又は不法投棄

門柱・塀の傾き、損傷

雑草の繁茂

立木の損傷、倒壊、はみ出し

１：有　２：無

１：有　２：無

１：有　２：無

１：有　２：無

１：有　２：無

１：有　２：無

臭気の発生

スズメバチ等の害虫の発生

平屋

2,569件(34.9%)

２階

4,586件(62.4%)

３階

169件(2.3%)

４階以上

18件(0.2%)

不明

11件(0.1%)

調査実施空家数
7,353件

調査実施空家等数 
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尾道市空家等対策計画 

ランクA

1,206件(16.4%)

ランクB

2,701件(36.7%)
ランクC

1,798件(24.5%)

ランクD

1,198件(16.3%)

ランクE

450件(6.1%)

調査実施空家数
7,353件

②建物用途別 

建物用途別にみると、戸建住宅が５，１４７件と空家等総数の約７割を占めてい

ます。 

 
 

 

③ランク別内訳 

調査を実施した空家等総数７，３５３件を老朽度・危険度ランク別にみると、老

朽度・危険度の低いランクＡ・Ｂで５３％となっています。 も老朽度・危険度の

高いランクＥの空家等は４５０件で、調査を実施した空家等総数の６％を占めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戸建住宅

5,147件(70.0%)

長屋住宅

1,244件(16.9%)

併用住宅

398件(5.4%)

店舗・事務所

275件(3.7%)

その他

277件(3.8%)

不明

12件(0.2%)

調査実施空家数
7,353件

図１５ 建物用途別空家等件数割合 

図１６ ランク別空家等件数割合 

調査実施空家等数 

調査実施空家等数 
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第２章 空家等の現状と課題 

（３）地域別調査判定結果 

旧尾道市域（５地域※）、旧因島市域、旧向島町域、

旧瀬戸田町域、旧御調町域ごとの空家等件数及び空

家等のランクは以下のとおりとなっています。空家

等件数は中部地域が も多く、旧御調町が も少な

くなっています。 

※尾道市都市計画マスタープランにおける地域分けを採用。た

だし、久保町の一部は東部地域だが、本集計では便宜上久保

町の空家等件数は全て中部地域に算入している。 

 

 

表９ 地域別空家等件数及びその内訳 

 

 

図１８ 地域別ランク別空家等件数 

  

A B C D E
4,645 4,304 106 235 671 1,623 1,022 736 252

中部地域 2,159 2,036 33 90 230 785 531 369 121
東部地域 540 484 5 51 109 213 77 68 17
西部地域 565 533 7 25 137 204 96 71 25
南部地域 857 796 23 38 161 278 198 119 40
北部地域 524 455 38 31 34 143 120 109 49

366 331 33 2 26 71 84 89 61
856 786 14 56 163 291 197 111 24

1,429 1,383 15 31 209 508 378 202 86
560 549 6 5 137 208 117 60 27

7,856 7,353 174 329 1,206 2,701 1,798 1,198 450合計

地域
調査可の空家等のランク内訳空家等

件数
調査
可

調査
不可

管理
物件

旧御調町
旧向島町
旧因島市
旧瀬戸田町

旧尾道市
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図１７ 尾道市地域図 

旧御調町 

北部地域 

旧瀬戸田町 
旧因島市 

東部地域 

南部地域 

西部地域 

中部地域 

旧向島町 
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尾道市空家等対策計画 

 
図１９ 空家等分布図 

旧御調町 

北部地域 

旧瀬戸田町 

旧因島市 

旧向島町 

東部地域 

南部地域 

西部地域 

中部地域 
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第２章 空家等の現状と課題 

 ３．所有者等の意向に関するアンケート調査結果 

平成２７年度空家等実態調査で把握した空家等７，３５３件の所有者等を対象にアン

ケート調査を実施し、３，２５５件の有効回答を得ました。回収率は４４．３％となっ

ています。 

 

（１）空家等になった時期 

空家等になった時期は、「１０年以上」が４８．１％と も多くなっています。   

１０年以上の長期にわたって居住がなされていない空家等が約半数を占めている状

況です。 

 

■対象の建物が今の使用状況になった時期はいつ頃ですか。（１つ選択） 

 

（有効回答数１，９０２件） 

 

  

概ね１年, 

6.9%

2～5年, 

22.1%

6～9年, 

19.7%

10年以上, 

48.1%

わからない, 

3.3%
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尾道市空家等対策計画 

（２）空家等になった理由 

空家等になった理由としては、「住んでいた人が死亡したため」が３８．３％と

も多く、「住んでいた人が施設入所、入院したため」が１０．４％、「相続等により

取得したが住居者がいないため」が９．４％、「相続人が決まらないため」が１．４％

となっていることを合わせると、住んでいた人が住まなくなったのちに相続等の問

題により次の居住者が決まらず空家等となったケースが約６割となっています。 

次いで、「他所へ住宅を新築・購入等し転居したため」が１４．６％となっており、

転居も空家等が発生するひとつの要因になっています。 

 

■対象の建物が今の使用状況になった理由は何ですか。（１つ選択） 

 

（有効回答数１，９４１件） 

 

  

1.住んでいた人が死亡

したため, 38.3%

2.住んでいた人が施設入所、

入院したため, 10.4%3.他所へ住宅を新築・購入

等し転居したため, 14.6%

4.転勤などで長期不在のため, 

1.3%

5.居住用に取得したが入居

していないため, 2.3%

6.貸借人が転居したため, 

13.5%

7.相続等により取得したが住

居者がいないため, 9.4%

8.相続人が決まらないため, 1.4%

9.建て替えによる一時的な転居のため, 0.1%

10.その他, 

8.6%
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第２章 空家等の現状と課題 

（３）維持管理の頻度 

空家等の維持管理の頻度については、建物の維持管理を「月に１回以上程度実施」

している所有者等が２７．９％となっており、一定数の空家等で定期的な維持管理

が行われています。一方で、「維持管理は行っていない」という所有者等が２８．９％

に上っており、全く維持管理されていない空家等も多く存在しています。 

■対象の建物の維持管理を定期的にしていますか。（１つ選択） 

 

（有効回答数１，９５０件） 

（４）利活用の予定 

利活用の予定については「利活用の予定あり」が１２．９％にとどまる一方で、「利

活用するつもりはない」が３２．２％、「わからない」が２５．６％と、利活用の意

向の低い回答が過半数を占めています。 

■対象の建物の利活用の予定はありますか。（１つ選択） 

 

（有効回答数１，９０３件）  

1.月に１回以上

程度実施,

27.9%

2.年に１回以上程度実施,

35.8%
3.数年に１回程度実施,

2.1%

4.その他・不定期,

5.2%

5.維持管理は

行っていない,

28.9%

1.利活用の予定あり, 

12.9%

2.条件次第で利活用を

考えたい, 16.9%

3.将来的には利活用したい, 

12.3%

4.利活用するつもり

はない, 32.2%

5.わからない, 

25.6%
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尾道市空家等対策計画 

 

（５）利活用についての意向 

今後の利活用については、「売却したい」が２９６件、「賃貸したい」が２１９件

となっており、売却・賃貸の意向を持つ所有者等は一定数存在しています。一方で、

「今後も自分または家族が管理する」が２７８件、「将来自分または家族が住む」が

１１４件となっているなど、今後も自ら所有する意向を持つ所有者等も多くなって

います。 

 

■今後の利活用についてどのようにお考えですか。（複数選択可） 

 

（有効回答数８６８件） 

 

  

296

219

278

114

129

118

137

44

109

44

0 100 200 300 400

1.売却したい

2.賃貸したい

3.今後も自分または家族が管理する

4.将来自分または家族が住む

5.セカンドハウスとして時々住む

（短期～長期滞在）ために維持する

6.子や孫に任せる

7.市へ貸付けて、子育て世帯等に

貸し出してもらいたい

8.他の用途に自分又は家族が使用したい

9.地域やNPO等に活用してもらいたい

10.その他
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第２章 空家等の現状と課題 

 

（６）利活用について困っていること・利活用しない理由 

利活用について困っていることや利活用しない理由としては、「リフォームをしな

いと使用できる状態ではない」が５６６件と も多くなっており、そのままでは利

活用のできない空家等が多いことが伺えます。 

次いで、「賃貸・売却したいが相手が見つからない」が５３６件と多くなっており、

賃貸・売却の意向はあるものの相手が見つからないために利活用できていない空家

等が多数存在しています。 

また、「荷物が置いたままであり、その処分に困っている」が５１０件、「仏壇が

置いたままで、どのようにしたらよいかわからない」が１７８件になっているなど、

荷物や仏壇等の整理ができないために利活用できていないケースも多くなっていま

す。 

一方で、「利活用のための費用の支出が困難である」が４１０件と、利活用につい

て経済的な困難を抱えているケースも多くなっています。 

 

■今後の利活用について困っていることや、利活用しない理由は何ですか。（複数選択可） 

 

（有効回答数１，６９９件） 

 

  

536

566

510

178

37

164

48

31

167

243

163

410

270

0 200 400 600

1.賃貸・売却したいが相手が見つからない

2.リフォームをしないと使用できる状態ではない

3.荷物が置いたままであり、その処分に困っている

4.仏壇が置いたままで、どのようにしたらよいかわからない

5.敷地内に先祖の墓があり、賃貸、売却が困難である

6.先祖代々の家であり、自分だけでは判断ができない

7.権利者関係でもめている（相続問題）

8.賃貸・売却することで知らない住民が入居し近所に迷惑をかける

9.愛着があり他人には賃貸、売却できない

10.庭の手入れなどができないので管理に困っている

11.田畑や山林があり、賃貸、売却が困難である

12.利活用のための費用の支出が困難である

13.その他
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尾道市空家等対策計画 

（７）解体除去の予定 

解体除去の予定については、「除去の予定あり」が２．５％にとどまっている一方

で、「除去するつもりはない」が２０．７％、「わからない」が４８．８％となって

おり、解体除去について意向の低い回答が約７割となっています。 

 

■対象の建物の解体除去の予定はありますか。（１つ選択） 

 

（有効回答数９９０件） 

 

  

1.除去の予定あり, 2.5%

2.除去を考えたい, 

28.0%

3.除去するつもり

はない, 20.7%

4.わからない, 

48.8%



 

24 

 

第２章 空家等の現状と課題 

（８）解体除去について困っていること・除去しない理由（複数回答） 

解体除去について困っていることや除去しない理由としては、「解体して更地にな

ると固定資産税が上がる」が１３７件、「解体したいが解体費用の支出が困難で解体

できない」が２４８件と、経済的な問題が多くなっています。 

また、「荷物が置いたままであり、その処分に困っている」が１６１件、「仏壇が

置いたままであり、どのようにしたらよいかわからない」が８５件と、荷物や仏壇

等の整理ができないために除去できないケースも多くなっています。 

 

■解体除去について困っていることや、除去しない理由は何ですか。（複数選択可） 

 
（有効回答数９２３件） 

 

 

  

137

248

8

41

103

67

85

161

20

68

46

43

177

0 100 200 300

1.解体して更地になると固定資産税が上がる

2.解体したいが解体費用の支出が困難で解体できない

3.建物除去すると、底地（土地）の借地権等の権利がなくなる

4.権利者関係でもめている（相続問題）

5.先祖代々の家であり、自分だけでは判断できない

6.愛着があり他人には賃貸、売却できない

7.仏壇が置いたままであり、どのようにしたらよいかわからない

8.荷物が置いたままであり、その処分に困っている

9.建物の一部に居住者・使用者が残っている

10.建物除去を誰に頼めばよいかわからない

11.長屋なので除去できない

12.いつかは帰りたいと思っている

13.その他
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尾道市空家等対策計画 

 ４．これまでの空家等に対する取組み 

尾道市では、適切な管理が行われていない空家等に関する市民からの問合わせや苦情

に対しては、平成３１年４月からはまちづくり推進課が窓口となり庁内の関係部署と連

携して対応を行ってきました。その他、空家等の利活用に関しては主に以下の事業に取

り組んでいます。 

 

（１）尾道市空き家バンク制度 

尾道市では平成１１年から空き家バンクの運営を行ってきましたが、平成２１年 

１０月からは「NPO 法人尾道空き家再生プロジェクト」に業務の一部を委託し、尾道

三山南斜面市街地を中心とした地域の空き家情報の提供を行っています。 

平成２１年１０月から令和３年３月までに、相談状況は延べ７，４５７件、定住

実績は１２８世帯、登録件数は２２５件（＋再登録６２件）となっています。 
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第２章 空家等の現状と課題 

対象区域図 

  
 

  但し、上記特別区域（西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、

東久保町、東御所町、三軒家町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、

久保二丁目、久保三丁目、尾崎本町）のうち、次の（１）又は（２）のいずれかに該

当する空き家は当該事業の対象としない。 

（１）次のいずれかの道路に面しているもの 

一般国道２号 市道三軒家福地浜線 市道西御所７号線 

市道西御所線 市道東御所１号線 市道尾道駅前東手崎海岸線 

市道尾道駅前尾崎線 市道東御所５号線 市道東御所６号線 

市道東御所７号線 市道本通線 市道土堂８号線 

市道土堂９号線 市道土堂１０号線 市道土堂３７号線 

市道土堂３９号線 市道土堂４０号線 市道土堂４１号線 

市道渡場線 市道十四日１号線 市道十四日２号線 

市道十四日３号線 市道十四日４号線 市道十四日６号線 

市道久保町第１９１号線 市道久保１号線 市道久保２号線 

市道久保３号線 市道久保９号線 市道久保２２号線 

市道久保２３号線 市道久保４４号線 市道久保４６号線 

市道久保５３号線 市道尊光寺前新開線 市道久保海岸線 

市道新地防地線   

（２）次のいずれかの区域にあるもの 

 久保一丁目４番から５番、１２番から１３番の各街区 

 久保二丁目６番から２３番の各街区 
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尾道市空家等対策計画 

（２）尾道市御調地区空き家バンク制度 

御調地区における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図

るため、平成２７年１２月から尾道市御調町の空き家情報の提供を行っています。 

空き家バンク物件台帳への登録及び紹介については、「一般社団法人みつぎさいこ

う」に委託し運営を行っており、令和３年３月までに相談状況は延べ２２０件、定

住実績は８世帯、空き店舗活用は１件、登録件数は２５件となっています。 
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第２章 空家等の現状と課題 

（３）尾道市因島地区空き家バンク制度 

因島地区における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図

るため、令和２年６月から因島各町の空き家情報の提供を行っています。 

空き家バンク物件台帳への登録及び紹介については、「ＮＰＯ法人ハウジング・サ

ポート・センター」に委託し運営を行っており、令和３年３月までに相談状況は延

べ５６件、定住実績は６世帯、登録件数は１６件となっています。 
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尾道市空家等対策計画 

（４）歴史的風致維持向上計画に基づく事業【実施期間：H24 年度～】 

尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域において、歴史的建築物の保存・修理、

良好な環境及び街並み景観の保全・形成を推進するため、まちなみ形成事業補助金、

沿道建造物等修景事業補助金、空き家再生促進事業及び老朽危険建物除却促進事業

補助金の４種の補助金交付事業を行っています。 

 

 

 

 

 

尾道市歴史的風致維持向上計画重点区域 尾道・向島歴史的風致地区 

  

緑線の枠内が

事業の対象区

域です 

緑線の枠内が事業

の対象区域です 

瀬戸田歴史的風致地区 

補助実績（平成 24 年度～令和 2 年度） 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

まちなみ形成事業 1 2,000 2 4,000 3 4,936 0 0 2 4,000 1 2,000 2 3,684 0 0 0 0 11 20,620

沿道建造物等修景事業 10 1,847 9 1,752 11 2,122 22 4,198 12 2,400 1 200 2 400 2 400 9 1,740 78 15,059

空き家再生促進事業 4 1,200 5 982 6 1,800 8 2,173 8 2,109 3 900 4 1,200 2 600 1 300 41 11,264

老朽危険物除却促進事業 6 2,873 8 4,273 11 6,338 3 1,800 15 9,000 20 11,383 12 6,934 8 4,800 5 2,891 88 50,292

計 21 7,920 24 11,007 31 15,196 33 8,171 37 17,509 25 14,483 20 12,218 12 5,800 15 4,931 218 97,235

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 累計

（千円） 
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第２章 空家等の現状と課題 

（５）尾道市瀬戸田町空き店舗活用支援事業【実施期間：H27 年度～】 

空き店舗の解消を図り、商店街等の魅力向上と雇用の創出による地域の活性化に

寄与するため、出店・開業プランを募集、審査し、優れたプランとして選定された

ものへ施設改修費・備品購入費の一部を助成しました。 

 

事業実績 

年度 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2年 

件数 2 2 0 2 1 1 
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尾道市空家等対策計画 

 ５．空家等に関する課題 

（１）適切に管理されていない空家等の解消 

空家等数は平成２７年度空家等実態調査では７，３５３件で、そのうち老朽化が

進み倒壊の危険性が高い空家等は１，６４８件となっています。立木等の繁茂や放

置されたごみ等による周辺の生活環境へ影響を及ぼす空家等も多く、この状態が続

けば甚大な被害につながる恐れも考えられます。 

人口は今後減少すると推計されており、高齢化の進展とともに高齢者の単身・夫

婦のみの世帯が増加していることからも、空家等数は今後も増加すると考えられま

す。空家等が存在すること自体に問題はありませんが、周辺住民の空家等に対する

不安を解消するためにも、適切に管理されていない空家等の解消が課題であり、是

正を進めるための対策が必要となります。 

 

（２）所有者等に対する意識の啓発 

空家等の所有者アンケート調査によると、空家等になった理由としては、住んで

いた人が死亡や施設入所等により不在となり、相続等の問題により次の居住者が決

まらないことが空家等が発生する要因として約６割を占めています。今後の意向に

ついては、利活用の意向がない、もしくは不明のままの回答が過半数を占め、空家

等所有者の当事者意識の低さが浮き彫りとなっています。 

今後の活用方法が定まらない状態が続くと、空家等の状態が長期化し、建物の劣

化や敷地の荒廃が進んでいきます。建物の所有者等は、居住している時点から自分

の財産を適切に管理し、将来にわたってどのように活用及び相続していくのか考え

ておくことが必要であり、そのために空家等の管理者である意識を啓発するための

取り組みが必要となります。 

 

（３）問題解決のための情報提供等の支援や適切な相談対応 

空家等の利活用について困っていることは、「リフォームをしないと使用できる状

態ではない」「賃貸・売却する相手が見つからない」「荷物の処分に困っている」等

の回答が多くなっており、それらの問題に対して必要な情報が不足していたり、相

談先が不明であったりする状況が見られます。 

所有者等による適正管理や利活用を促進するためには、所有者等や地域住民から

の要望等に対応して、適切な情報等の提供や相談に対応できる窓口が必要です。ま

た、専門的な相談については、関連分野の専門家の団体等と連携して対応できる体

制を整備することが必要です。 
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第３章 空家等対策の基本的な考え方及び計画の目標 

 

 

第３章 計画の基本目標及び空家等対策の基本的な考え方 

 

１．計画の基本目標 

 

適切な管理がされていない空家等は倒壊、火災発生等の防災上の問題・ゴミの不

法投棄などによる悪臭の発生等、生活環境へ様々な悪影響を及ぼします。適切に空

家等を管理し、防災、衛生、景観等を保全することで快適な住みよい環境づくりを

行います。また、適切に管理された空家等の利活用の促進を図ります。 

 

２．空家等対策の基本的な考え方 

（１）所有者管理の原則 

特措法第３条に規定されるように、空家等の適切な管理及び対策はその所有者等

が自らの責任により行うことが原則です。そのため、所有者等による管理を徹底し、

新たな空家等の発生や管理不全空家等に陥ることの予防を図るための取り組みを進

めます。 

 

（２）市の役割と推進体制構築 

上記所有者等の責務を基本とした上で、市は、本計画に基づき、空家等の発生予

防や空家化した建築物等の適正管理及び有効活用等について啓発や情報提供を行う

とともに、生活環境に悪影響を及ぼす空家等について必要な措置を講じていきます。

また、空家等に関する課題は各々複雑に関係しているため、解決に向けて庁内外の

関係者との連携による組織体制を構築するとともに、空家等の情報を全庁的に共有

することで、横断的・総合的な空家等対策を推進します。 

  

誰もが安全・安心で快適に住み続けられる住環境の保全 
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尾道市空家等対策計画 

（３）まちづくりと連携した総合的な空家対策 

生活環境に悪影響を及ぼす空家等に対して必要な措置を講じ、地域の住環境を保

全していくとともに、尾道らしい景観の保全を図ります。また、空家等の所有者等

への情報提供や空き家バンクの登録の斡旋、UIJ ターン希望者とのマッチングなどに

より移住・定住につながる利活用の促進を図る等、まちづくりと連携した対策を推

進していきます。 

 

（４）空家等の各段階に応じた対策の実施 

空家等は老朽化することで周辺への影響や危険性が高くなるため、空家等発生前

から除却に至る各段階に応じた対策を実施します。 
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第３章 空家等対策の基本的な考え方及び計画の目標 

 ３．空家等対策の視点 

空家等の対策は、その空家等の段階に応じて実施する施策が異なります。そのため、

空家等対策を推進していくためには、空家等の段階に応じた視点に基づき施策に取り組

む必要があります。 

 

 

（１）発生抑制 

適切な相続手続きや維持管理に関する周知・啓発等により、管理不全の空家等の

発生を抑制することが必要です。 

 

（２）適正管理 

空家等の適正管理は、所有者等の責任において行われるべきものであり、空家等

の所有者等に管理意識の向上を促すことが必要です。 

 

（３）利活用促進 

利用可能な空家等を資源として捉え、市場流通や利活用を促進することが必要で

す。 

 

（４）除却・跡地活用 

周辺の住環境に深刻な影響を及ぼしている空家等については、所有者等に対し、

特措法に基づいた措置を講じることが必要です。また、除却後の跡地は、利活用や

適正な管理を図る必要があります。 

 

 

 

  

（４）除却・跡地活⽤ 

  空き家化 除却・跡地 
放置・ 

管理不全状態 利⽤中 

空
家
等
の
段
階 

（１）発⽣抑制 
（２）適正管理 
（３）利活⽤促進 
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尾道市空家等対策計画 

 

 

 ４．施策体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【４】除却・跡地活用 

周辺の住環境に深刻な影響を

及ぼしている空家等については、

所有者等に対し、特措法に基づい

た措置を講じることが必要です。

また、除却後の跡地は、利活用や

適正な管理を図る必要がありま

す。 

【３】利活用促進 

利用可能な空家等を資源として

捉え、市場流通や利活用を促進す

ることが必要です。 

【２】適正管理 

空家等の適正管理は、所有者等

の責任において行われるべきもの

であり、空家等の所有者等に管理

意識の向上を促すことが必要で

す。 

【１】発生抑制 

適切な相続手続きや管理に関す

る周知・啓発等により、管理不全

の空家等の発生を抑制することが

必要です。 

対策の視点 

空き家化 

除却・跡地 

放置・ 
管理不全状態 

利⽤中 

空家等の段階 

基本目標 

 

 

・適切な管理がされていない空家

等は倒壊、火災発生等の防災上

の問題・ゴミの不法投棄などに

よる悪臭の発生等、生活環境へ

様々な悪影響を及ぼします。適

切に空家等を管理し、防災、衛

生、景観等を保全することで快

適な住みよい環境づくりを行い

ます。 

・適切に管理された空家等の利活

用の促進を図ります。 

誰もが安全・安心で快適に住

み続けられる住環境の保全 



 

36 

 

第３章 空家等対策の基本的な考え方及び計画の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５．跡地の

利活用

促進 

①駐車場・広場等への利活用の助言 

４．管理不

全な空

家等の

解消 

２．空家等

の適切

な管理

の促進 

３．空家等

の利活

用促進 

対策の方針 具体的な施策 

（１）所有者等への管理意識啓発と 
相談対応 

（２）適切な管理に向けた助言・指導 

（３）維持管理サービス情報提供 

（４）所有者等への経済的支援等の検討 

（２）空家等の相談窓口の拡充 

（１）利活用に資する良質なストックの 
形成等 

（２）空き家バンク制度及び情報発信の 
拡充 

（１）除却に向けた助言・指導 

（２）特定空家等の除却等に対する 
支援の検討 

（１）跡地の利活用促進及び支援の検討 

（２）跡地の市場流通促進 

（３）中古住宅市場への良質な住宅の 
流通促進 

（５）特定空家等への対策 

①維持管理不全な空家等所有者等に対する助言・指導 

①解体事業者の情報提供 

②国及び市の各制度の情報提供 

①相談窓口の一元化 

②専門家団体等の相談窓口の紹介 

①空家等を放置することにより発生する様々な問題について 

情報発信 

②専門家団体等の相談窓口の紹介 

①所有者等及び相続人調査により維持管理の助言・指導 

②市の庁内関連部署との連携 

①維持管理業者・団体の紹介 

①緊急の危険回避に関する措置 

②除却に対する補助制度の検討 

①市広報やホームページ等で空き家バンクの情報等を紹介 

②関連事業との連携 

③空き家バンク対象エリアの拡充 

①改修やリフォームに対する助言 

①不動産業者や地域団体との連携 

①道路等、危険箇所へのバリケード等設置による注意喚起 

②独自調査、通報・相談による実態把握 

③所有者等調査及び立ち入り調査の実施 

④特定空家等の判断 

⑤特措法に基づく措置（助言・指導、勧告、命令、代執行） 

①市広報やホームページ等による情報提供 

②相続人等への啓発 

③耐震化に伴う改修制度の活用促進 

①不動産業者や地域団体との連携 

１．空き家

化の予

防 

・発生

抑制 

（１）建築物所有者等への 
管理意識啓発・情報提供 
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尾道市空家等対策計画 

 ５．特定空家等判断基準 

適切な管理が行われていない空家等で、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態」、「そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態」、

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、及び「その

他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」にあるものに

ついて、「尾道市特定空家等判断基準」に基づき特定空家等であるかどうかを判断します。 

判断にあたっては以下の項目を設定し、周辺への影響度（隣地や公衆道路との離れに

より判断）と合わせ尾道市空家等対策協議会に諮問し、総合的に判断を行います。 

(１)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

 

(２)そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態 

 

  

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

過半・
母屋の崩壊

1/20超

50％以上

Cランク
評点

（×0） （×0.5） （×1.0）
Aランク Bランク

項目 判断内容 基礎点

建
築
物

建築物の崩壊・落階等の有無 100

建築物の不同沈下もしくは柱の傾斜 100

雨どいの腐朽・破損・欠落等の有無 10

屋外階段・バルコニーの腐朽・破損・脱落等の有無 10

土台・柱・はりの腐朽・破損・変形の有無（不良箇所： 　　　） 50

なし 部分的崩壊

設置無

なし 50％未満

破損等なし 破損等あり

屋根の腐朽・破損・欠落等の有無 50 なし 50%未満 50％以上

1/60未満 1/60～1/20

外壁仕上材の剥落・腐朽・破損等の有無 50
なし・

塗装劣化のみ
破損等あり

壁体貫通・
下地露出

開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無 20 なし
ガラス窓取り外

し済
割れ・破損

なし
腐朽・破損等あ

り
脱落等可能性

看板・給湯設備・屋上水槽等の破損・脱落・転倒等の有無 10 なし 破損等あり
脱落等
可能性

合計（基礎点合計＝440点）

擁
壁

擁壁 30 Aランク Ｂランク Ｃランク

門・塀の腐朽・破損・脱落等の有無 10 なし 50％未満 50％以上

有 無
項目 判断内容

判断

ごみ等の放置，不法投棄が原因
で，以下の状態にあるもの

臭気の発生

多数のねずみ，はえ，蚊等が発生

建築物又は設備等の破損等が原
因によるもの

吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況

浄化槽等の放置，破損等による汚物の流出，臭気の発生

排水等の流出による臭気の発生

地域住民の日

常生活に支障

を及ぼしている
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第３章 空家等対策の基本的な考え方及び計画の目標 

(３)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

 

(４)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

※詳しい内容は、巻末資料１ 尾道市特定空家等判断基準に掲載しております。 

 

 

有 無

敷地内にごみ等が散乱，山積みしたまま放置されている

項目 判断内容
判断

その他，周囲の景観と著しく不調
和な状態にあるもの

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している

有 無

建築物等の不適切な管理等が原
因によるもの

不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
門扉・玄関・窓・その他（　　　　　　　　　）

空家等からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている

周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している

空家等にすみついた動物等が原
因によるもの

動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生

動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生

シロアリが大量に発生し，近隣の家屋に飛来

敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散

多数のねずみ，はえ，蚊，のみ等が発生

すみついた動物が周辺の土地・家屋に侵入

立木が原因によるもの 腐朽，倒壊，枝折れ等が生じ，近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に
散らばっている

近隣の道路等にはみ出し，歩行者等の通行を妨げている

項目 判断内容
判断

周辺住民の日

常生活に支障

を及ぼしている
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尾道市空家等対策計画 

 

第４章 空家等対策の取組み方針 

１．空き家化の予防・発生抑制 

建築物等は個人の財産であり、所有者等が適切に維持管理・活用すべきものです。し

かし、不動産価値の低迷や建築物等の老朽化、相続等、次世代への引継ぎが適切にされ

ないことなどから、建築物等が空き家化してしまうことがあります。所有者等が空家等

の問題を認識し、建築物等の品質や安全性の確保を行い、良質な建築物等のストックと

して活用することが空家等の発生抑制につながることから、所有者等の維持管理意識の

向上や建築物等の活用を支援する取り組みを行います。 

また、所有者等から相続人等への維持管理の引継ぎを促進するため、相続人等への意

識啓発や、相談窓口の紹介などの支援を行います。 

（１）建築物所有者等への管理意識啓発・情報提供 

空家等の予防及び発生抑制に対しては、建築物所有者等をはじめとする全ての市

民が、空家等の適切な維持管理及び活用の必要性を認識することが重要です。市広

報やホームページ等により、空家等の維持管理に向けた意識付けとなる情報提供を

行うとともに、空家等の相続等が適正に行われるよう空家等の相続人等へ向けての

意識啓発を行います。また、耐震化に伴う改修制度の活用を促進するなど建築物等

の耐震性能の充実においても対策を行います。 

具体的な施策 

①市広報やホームページ等による情報提供 

②相続人等への啓発 

③耐震化に伴う改修制度の活用促進 

（２）空家等の相談窓口の拡充 

建築物等の相続や売却・賃貸などにあたっては、建築、不動産、相続、税など対

応分野が多岐に渡るため、単独では解決しにくい事案が多くあると思われます。空

家等の維持管理や活用に関するあらゆる問題に対し、所有者等が相談できる一元化

した窓口を設け、必要に応じて弁護士、司法書士、行政書士、税理士、不動産仲介

業者などの専門家等の協力を得られるよう適切な窓口の紹介を行うことで、空家等

の発生等に関する問題の解決を促します。 

具体的な施策 

①相談窓口の一元化 

②専門家団体等の相談窓口の紹介 
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第４章 空家等対策の取組み方針 

 ２．空家等の適切な管理の促進 

空家等が適切に維持管理されない状況は、建築物等自体の老朽化を招き市場価値を損

うだけではなく、周辺地域の生活環境へも大きな影響を及ぼす恐れがあります。空家等

となってしまった場合でも、適切に維持管理を行い品質を確保することで、中古住宅市

場への流通を図ることができる場合があることから、所有者等に対する意識啓発や維持

管理サービスの情報提供、経済的支援を検討するなど多面的な維持管理支援を行います。 

（１）所有者等への管理意識啓発と相談対応 

所有者等において空家等の維持管理手法に関する情報が不足していること、また、

維持管理の必要性を感じていないことが原因で空家等の維持管理が適切に行われな

いことがあります。生活環境・景観の悪化や安全性の低下など空家等を放置するこ

とにより発生する様々な問題について情報発信を行い、維持管理意識の向上を促す

とともに、修繕、リフォーム、リノベーション、除却等や相続の相談に対しては、

必要に応じて専門家団体等の相談窓口の紹介を行います。 

（２）適切な管理に向けた助言・指導 

空家等の適切な維持管理は所有者等の責務ですが、市においても庁内関連部署と

連携し、空家等の維持管理状況を把握したり、所有者等及び相続人など、空家等の

管理者となるべき対象を把握するなどして、空家等の維持管理状況の通知や適切な

維持管理に向けた助言指導を行います。 

 

  

具体的な施策 

①空家等を放置することにより発生する様々な問題について情報発信 

②専門家団体等の相談窓口の紹介 

具体的な施策 

①所有者等及び相続人調査により維持管理の助言・指導 

②市の庁内関連部署との連携 
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尾道市空家等対策計画 

（３）維持管理サービス情報提供 

空家等の維持管理にあたっては、遠方に住んでいたり高齢であったりなど所有者

等単独での対応が難しい場合があります。維持管理に関する物理的な課題に対応す

るため、所有者等に対し維持管理を代行して行うことができる業者・団体の紹介を

行います。 

具体的な施策 

①維持管理業者・団体の紹介 

（４）所有者等への経済的支援等の検討 

空家等が管理不全な状態にあることにより市民の安全・安心が損なわれる恐れが

ある場合、危険な状態を緊急的に回避するために市が必要な 低限度の措置をとれ

るよう条例整備等を行います。 

 また、維持管理不全な空家等の発生を防止するため、利活用の見込みのない老朽

化した空家等の除却に対する補助制度を検討します。 

（５）特定空家等への対策 

放置された空家等は老朽化が進み、崩落等による周辺地域への危険性だけでなく

生活環境、景観、安全の面で悪影響をもたらす状態となることから、そのような危

険度の高い空家等については、安全確保のための対策を講じます。 

 また、空家等である年数が経つにつれ所有者等の把握も困難になることから、特

に危険度が高い空家等については実態把握を行い、所有者等に対して適切な維持管

理の働きかけを行います。 

 特定空家等と考えられる空家等が発生した場合には、尾道市特定空家等判断基準

に基づき特定空家等の認定を行うとともに、周辺地域への影響を抑えるよう、所有

者等に対して助言・指導等の措置を適宜適切に行います。 

具体的な施策 

①道路等、危険箇所へのバリケード等設置による注意喚起 

②独自調査、通報・相談による実態把握 

③所有者等調査及び立ち入り調査の実施 

④特定空家等の判断 

⑤特措法に基づく措置（助言・指導、勧告、命令、代執行） 

具体的な施策 

①緊急の危険回避に関する措置 

②除却に対する補助制度の検討 
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第４章 空家等対策の取組み方針 

 ３．空家等の利活用促進 

空家等を有効な地域資源と捉え、継続利用が可能な状態にすることで市場に流通させ、

住み替えや移住促進、快適に住み続けられる生活環境の確保に資する取り組みを行いま

す。また、空き家バンク制度を拡充するとともに、中古住宅市場への流通促進を図り、

中古住宅購入者のリフォーム実施等に対しては助言を行うなど、空家等の利活用の促進

を図ります。 

（１）利活用に資する良質なストックの形成等 

空家等の中には、そのまま居住や利用が可能な状態の建物もありますが、長期間

空家等の状態で劣化が進んだり、立地条件や所有者等の都合などが原因で中古住宅

市場への流通が難しいものもあります。空家等を市場流通させるためにリノベーシ

ョンやリフォームに対する助言を行うことで市場価値の高いストック形成を図りま

す。 

（２）空き家バンク制度及び情報発信の拡充 

市広報やホームページ等を通じて、空家等の所有者等や利用希望者に対して空家

等情報や利活用方法・事例等を紹介することにより、空き家バンク制度や空家等に

対する情報周知を図ります。また、既存の空き家バンクの対象エリアの拡充や UIJ

ターン希望者に対する空き家バンクの紹介などにより、移住・定住につながる利活

用の促進を図る等、まちづくりと連携した対策を進めます。 

（３）中古住宅市場への良質な住宅の流通促進 

リフォームの促進や空家等所有者等への積極的な利活用促進にあたっては、不動

産業者や地域団体と連携することで、良質な空家等の確保と中古住宅市場への流通

を図ります。 

具体的な施策 

①改修やリフォームに対する助言 

具体的な施策 

①市広報やホームページ等で空き家バンクの情報等を紹介 

②関連事業との連携 

③空き家バンク対象エリアの拡充 

具体的な施策 

①不動産業者や地域団体との連携 
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尾道市空家等対策計画 

 ４．管理不全な空家等の解消 

空家等の維持管理不全な状態が継続すると、倒壊、火災発生等の危険性や雑草の繁茂、

ゴミの不法投棄などによる悪臭の発生等、防災、衛生、景観など周辺の生活環境に悪影

響を及ぼします。これらの悪影響が市民の安全・安心を損なわないよう、所有者等への

意識啓発や注意喚起を行い、維持管理不全な空家等の防止・解消を促すとともに、周辺

へ悪影響を及ぼす特定空家等に対しては、適切な助言・指導を行い、維持管理不全の空

家等の防止・解消を図ります。 

（１）除却に向けた助言・指導 

適切な維持管理が行われず老朽化が進んだ空家等については、倒壊や屋根、外壁

等の脱落、飛散等の恐れなどの危険性のほか、防災、衛生、景観など多くの問題が

複合的に絡み合い、周辺の生活環境へ著しい影響を及ぼす可能性があることから、

所有者等の特定を行うとともに、当該空家等の状況を報告し、状況の改善に向けた

助言等を行います。特に修繕等による対応が困難と判断された空家等や、所有者等

が除却（解体）を希望する場合については、早期是正に向けた適切な指導や相談窓

口等の紹介を行います。 

（２）特定空家等の除却等に対する支援の検討 

特定空家等の除却（解体）による改善にあたっては、所有者等へ除却（解体）作

業を請負うことのできる業者に関する情報提供を行います。 

所有者等が置かれた状況は様々であり、中には除却（解体）工事費用の確保が難

しいなど、除却（解体）に至る手続きが困難である所有者等もいます。その場合は、

国及び市で行う各種制度等に関する情報提供を行います 

 

  

具体的な施策 

①維持管理不全な空家等所有者等に対する助言・指導 

具体的な施策 

①解体事業者の情報提供 

②国及び市の各制度の情報提供 
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第４章 空家等対策の取組み方針 

 ５．跡地の利活用促進 

管理不全な空家等については、所有者等や管理者に適正管理を求める一方で、空家等

そのものの除却を促す場合もあります。除却後の跡地も有効な資源であると考えられる

場合もあることから、跡地の適切な活用を促進し、地域の環境改善や土地利用価値の向

上に取り組みます。 

（１）跡地の利活用促進及び支援の検討 

除却によって発生した宅地として市場流通が困難な跡地については、周辺施設の

利用に必要な駐車場や広場など、跡地の利活用方策について所有者等に助言を行い

ます。 

（２）跡地の市場流通促進 

除却により発生した跡地は、新たな宅地としての市場価値を持ちます。不動産業

者や地域団体との情報共有や連携体制により跡地の市場流通を促進します。 

 

 

具体的な施策 

①駐車場・広場等への利活用の助言 

具体的な施策 

①不動産業者や地域団体との連携 
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尾道市空家等対策計画 

 

 

第５章 空家等対策の推進 

 

１．推進体制の構築 

空家等対策の推進体制については、住民等からの相談に対する対応体制と対策の実施

体制の両面における体制を整える必要があります。庁内各部局や民間団体での連携強化

を行い、推進体制を整備します。 

（１）ワンストップ窓口の設置 

空家等に関する相談窓口は、所有者等自身による維持管理や除却等に関するもの

から、周辺住民による苦情・通報への対応など多岐にわたる相談内容にスムーズに

対応する必要があるため、本市では相談窓口を一元化したワンストップ窓口を設置

します。 

（２）庁内連携体制の整備 

空家等に関する様々な問題に横断的に対応できるよう、庁内関係課で構成する「空

家等対策調整会議」を設置するとともに、空家等情報をデータベース化し、劣化状

況や対応経過等の記録を共有し、全庁で総合的な空家等対策に取り組んでいきます。 

（３）尾道市空家等対策協議会 

特措法第７条１項の規定に基づき、市長、地域住民、議員や空家等問題に関する

様々な分野における学識経験者からなる「尾道市空家等対策協議会」を設置し、本

計画の変更に関する事項及び特定空家等の判断や措置の方針等の実施に関する事項

を協議していきます。 

 

２．計画の進行管理 

本計画に基づく取り組みや施策の進捗状況等については、尾道市空家等対策協議会に

定期的に報告します。また、社会・経済情勢の変化や国・県の動向、市の上位計画・関

連計画当を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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巻末資料 
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尾道市空家等対策計画 

資料１ 尾道市特定空家等判断基準 

 

  
１．尾道市特定空家等判断基準について 

 

（１）特定空家等判断基準作成の目的 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」という。）で定める特定空家等については、

国が判断の参考として「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

（以下、「ガイドライン」という。）を示しました。しかし、その内容については未だ漠然として

いるため、特定空家等の判断に大きく差が生じることが懸念されます。 

本判断基準は、国のガイドラインを補完することを目的として、より具体的な例示や判断フロ

ーを加えて尾道市の実情に応じた特定空家等の判断の参考となる基準を作成しています。 

 

（２）特定空家等の定義 

 

「空家等」（法第 2 条第 1 項に規定する空家等） 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であ

るもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。） 

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

 

「特定空家等」（法第 2 条第 2 項に規定する特定空家等） 

以下の状態にあると認められる空家等をいう。 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

（３）判断基準の適用範囲 

 

本判断基準は、公道および敷地内からの外観目視によって判断できる内容としています。 

 

（４）調査方法 

 

市民の要望による調査にあたっては、劣化や損傷状況の判断を行うとともに、対象となる空家

等の全景及び各部材について写真を撮影します。立入調査にあたっては、法第９条に基づき、立

入調査を行う５日前までに当該空家等の所有者等にその旨を市長より通知します。 
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（４）その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

項目 立木が原因によるもの 

判断内容 判断の考え方 

立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道

路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばって

いる 

敷地内の立木の腐朽、倒壊、枝折れ等の状態を確
認し、明らかに近隣の道路や家屋に影響を及ぼし
ている場合に「有」と判断する。 

立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者

等の通行を妨げている 

敷地内の立木の枝等が、高さ約 1.8ｍ以下の高さ
で道路にはみ出している場合に「有」と判断する。 

 

項目 空き家等にすみついた動物等が原因によるもの 

判断内容 判断の考え方 

動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し，周辺

住民の日常生活に支障を及ぼしている 

現地調査の時期や時間帯等によっては、直接確認
することができない可能性があるため、周辺住民
への聞き取り調査によって「有無」を判断する。 

動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気

が発生し，周辺住民の日常生活に支障を及ぼし

ている 

敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し，周

辺住民の日常生活に支障を及ぼしている 

多数のねずみ，はえ，蚊，のみ等が発生し，周

辺住民の日常生活に支障を及ぼしている 

すみついた動物が周辺の土地・家屋に侵入し，

周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼすおそれ

がある 

シロアリが大量に発生し，近隣の家屋に飛来

し，周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそ

れがある 

 

項目 建築物等の不適切な管理等が原因によるもの 

判断内容 判断の考え方 

門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れてい

る等不特定の者が容易に侵入できる状態で放

置されている 

「開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無」に
おける判断 B 及び C ランクのうち、一階部分に該
当する場合に「有」と判断する。 

屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、

空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を

妨げている 

 

周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流

出している 
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【参考資料】特定空家等の判断基準マニュアル 

 

１．特定空家等のチェックシート 
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２．写真撮影について 

写真撮影は、空家等対策協議会にて特定空家等の判断ができるよう、劣化や損傷状

況の見られる部材だけではなく、健全な部材についてもすべて撮影するものとします。

また、状況に応じて広角カメラを用いたり、動画を撮影したりするなど、対象となる

空家等の全体が分かるよう記録します。 

 

撮影記録例 

＜全景写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各部材写真＞※その他、特徴的な状況を示す写真を別途撮影 
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３．判断事例（サンプル） 
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４．写真のとりまとめ事例（サンプル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

判断箇所
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資料２ 尾道市における特定空家等に対する措置のフロー 
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資料３ 尾道市空家等対策条例 

平成２９年３月１５日 

条例第１４号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要

な事項を定めることにより、空家等に関する対策を推進し、もって誰もが安全・安

心で快適に住み続けられる住環境の保全を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 （基本理念） 

第３条 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等の所有者等と市、市民等（市

内に居住する者及び市内の事業所又は事業所に勤務する者をいう。以下同じ。）は、

相互に連携して、空家等の発生の抑制、適正な管理及び利活用の促進に取り組むこ

とにより、快適な住みよい環境づくりを行うものとする。 

（所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の

適切な管理に努めるものとする。 

 （市の責務） 

第５条 市は、空家等の適切な管理に関する意識の啓発を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例の目的を達成するため、法第６条第１項の規

定により定める尾道市空家等対策計画に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ

計画的に実施するものとする。 

 （市民等の役割） 

第６条 市民等は、第３条に定める基本理念にのっとり、市が実施する空家等に関す

る対策に協力するよう努めるものとする。 

 （緊急安全措置） 

第７条 市長は、空家等が著しく保安上危険な状態にあり、道路、公園その他の不特

定多数の者が利用する国又は地方公共団体が管理する場所において、地域住民の生

命、身体又は財産に対する重大な危険が切迫している場合であって、空家等の所有

者等に当該危険を回避するための措置を講じさせる時間的余裕がないと認めるとき

は、その職員に空家等の敷地に立ち入り、必要な限度において当該危険を回避する

ための措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じさせることができる。 

２ 前項の規定により空家等の敷地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明
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書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該緊急

安全措置の内容を通知するものとする。ただし、空家等の所有者等を確知すること

ができないとき又は空家等の所有者等に通知することが困難であるときは、この限

りでない。 

４ 市長は、緊急安全措置を講じたときは、尾道市空家等対策協議会条例（平成２８

年条例第２７号）第１条の規定により設置する尾道市空家等対策協議会に報告しな

ければならない。 

５ 市長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を当該空家等の所有者等に請求

することができる。 

 （関係行政機関との連携） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する関係行政機関に対

し、法及びこの条例に基づいて講ずる措置に関し必要な情報の提供及び協力を求め

ることができる。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

付 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第７条の規定は、同年７

月１日から施行する。 
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資料４ 尾道市空家等対策条例施行規則 

平成２９年３月３１日 

規則第２８号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）及び尾道市空家等対策条例（平成２９年条例第１４号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例に

よる。 

 （立入調査） 

第３条 法第９条第３項に規定する通知は、立入調査実施通知書（別記様式第１号）

により行うものとする。 

２ 法第９条第４項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（別記様式第２号）

とする。 

 （特定空家等の通知） 

第４条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在

及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等であることを、

特定空家等該当通知書（別記様式第３号）により当該特定空家等の所有者等に対し

通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができな

いときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者

等が、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の

保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特

定空家等でないと認めるときは、遅延なくその旨を特定空家等状態改善通知書（別

記様式第４号）により当該所有者等に対し通知するものとする。 

 （助言又は指導） 

第５条 法第１４条第１項の規定による助言は、口頭又は文書により行うものとし、

同項の規定による指導は、指導書（別記様式第５号）により行うものとする。 

 （勧告） 

第６条 法第１４条第２項の規定による勧告は、勧告書（別記様式第６号）により行

うものとする。 

 （命令） 

第７条 法第１４条第３項の規定による命令は、命令書（別記様式第７号）により行

うものとする。 
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２ 法第１４条第４項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書（別記様式第８

号）とする。 

３ 法第１４条第４項の規定による意見書及び自己に有利な証拠の提出は、前項の通

知書の交付を受けた日の翌日から起算して１４日以内に、命令に係る事前の通知に

対する意見書（別記様式第９号）により行うものとし、同項の規定により代理人が

これを行うときは、代理人である資格を書面により証しなければならない。 

４ 法第１４条第５項の規定による公開による意見の聴取の請求は、命令に係る事前

の通知に対する意見聴取請求書（別記様式第１０号）により行うものとする。 

５ 法第１４条第７項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取

通知書（別記様式第１１号）により行うものとし、同項の規定による公告は、尾道

市公告式条例（昭和２５年条例第２８号）に規定する公示の方法により行うものと

する。 

６ 法第１４条第１１項の標識は、標識（別記様式第１２号）により行うものとし、

同項の国土交通省令・総務省令に規定するその他の適切な方法は、尾道市公告式条

例の規定により行う公示の方法とする。 

 （代執行） 

第８条 法第１４条第９項の規定に基づき行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）

に定める代執行（以下「代執行」という。）を行う場合における同法第３条第１項

の規定による戒告は、戒告書（別記様式第１３号）により行うものとする。 

２ 行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（別記様式第１４号）

により行うものとする。 

３ 行政代執行法第４条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、

執行責任者証（別記様式第１５号）とする。 

 （費用の徴収） 

第９条 代執行に要した費用の徴収は、代執行費用納付命令書（別記様式第１６号）

により行うものとする。 

 （略式代執行） 

第１０条 法第１４条第１０項の規定による公告は、尾道市公告式条例に規定する公

示の方法により行うものとする。 

 （緊急安全措置） 

第１１条 条例第７条第２項の規定により緊急安全措置のため空家等の敷地に入ろう

とする職員は、緊急安全措置立入職員証（別記様式第１７号）を携帯するものとす

る。 

２ 条例第７条第３項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書（別記様式第１

８号）により行うものとする。 
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３ 条例第７条第４項の規定により緊急安全措置を講じたときは、尾道市空家等対策

協議会に対し、次の事項を報告するものとする。 

(1) 緊急安全措置を講じた空家等の所在地 

(2) 緊急安全措置の内容 

(3) 緊急安全措置の実施日 

(4) 緊急安全措置を講じた理由 

(5) 緊急安全措置に要した費用 

(6) 所有者等の費用負担に関する事項 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

付 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第１１条の規定は、同年

７月１日から施行する。 
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資料５ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

〔平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号〕 

〔総務・国土交通・内閣総理大臣署名〕 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施

策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する

ものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるも

のとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
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一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とい

う。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第

二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項

の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 
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２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長

が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し

この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技

術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならな

い。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当

該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせること

ができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であると

きは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情

報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行の

ために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のた

めに内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用

する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す
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るものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のた

めに必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な

情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関

するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提

供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）

をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を
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命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを

させることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその

措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若

しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に

定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負

担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせるこ

とができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びそ

の期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した

者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三



 

102 

 

巻末資料 

章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する

補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下

の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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資料６ 尾道市空家等対策協議会条例 

平成２８年３月１６日 

条例第２７号 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第７条第１項の規定に基づき、尾道市空家等対策協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画（以下「計画」という。） 

の作成及び変更に関すること。 

(2) 計画の実施に関すること。 

(3) その他空家等の施策に関する重要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 地域住民   

(2) 市議会の議員  

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 協議会に副会長を１人置き、委員のうちから会長が指名する者をもってこれに充

てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する
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ところによる。 

（意見聴取等） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、都市部において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長

が会議に諮って定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２・３ 略 
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資料７ 尾道市空家等対策協議会運営要綱 

平成２８年８月３１日 制定  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、尾道市空家等対策協議会条例（平成２８年条例第２７号。以下「条

例」という。）第１０条の規定に基づき、尾道市空家等対策協議会（以下「協議会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

（用語）  

第２条 この要綱において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）及び条例で使用する用語の例による。  

（市長の職務代理）  

第３条 市長が条例第６条の会議に出席できないときは、市長の指定する者がその職務

を代理することができる。 

（所掌事務）  

第４条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項について協議し、及び答申するものと

する。  

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。  

(2) 空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること。  

ア 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断  

イ 特定空家等に対する措置の方針  

ウ その他空家等の施策に関する重要な事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（会議の公開）  

第５条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の

全部又は一部を公開しないことができる。  

(1) 協議等の内容に尾道市情報公開条例（平成１２年条例第８号）第６条各号に規

定する情報が含まれている場合  

(2) 協議会が会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な協議等に支障

が生ずると認められる場合  

(3) 前２号に掲げるもののほか協議会が公開しない旨を決定した場合  

（傍聴手続） 

第６条 会議の傍聴に係る手続は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 傍聴の申込みの受付は、会議の当日、会議の開始予定時刻の３０分前から行う。 

(2) 傍聴を希望する者は、会議の開始予定時刻の５分前までに、受付で住所及び

名前を記入し、係員の指示に従い入場し、着席するものとする。 

２ 前項第２号の時刻までに、会議の傍聴に係る手続を行っていない者は、当該会
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議の傍聴をすることができないものとする。ただし、議長が特に認めた場合は、

この限りでない。 

（傍聴することができない者） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

(1) 酒気を帯びていると認められる者 

(2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者 

(3) はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携

帯し、又は着用している者 

(4) その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると

認められる者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しな

いこと。 

(2) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷

惑となる行為をしないこと。 

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(4) 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。 

(5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、特に議長に許可を得た者

はこの限りでない。 

(6) その他議事の秩序を乱し、又は議事の妨害となるようなことをしないこと。 

（傍聴人の退場等） 

第９条 傍聴人が前条に掲げる事項を遵守しない場合は、議長は、これを制止し、

それでもなおその指示に従わず、会議の目的が達成できないと認められるときは、

当該傍聴人を退場させ、又は当該会議を中止する等の措置を講ずることができる。 

（臨機の処置）  

第１０条 この要綱に規定していないことであっても、議長は、傍聴について臨機の処

置をとることができる。  

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

   付 則 

この要綱は、平成２８年８月３１日から施行する。 
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